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木材乾燥技術講習会による技術向上の取組について 
 

１ はじめに 

 令和７年９月 29 日に、沿岸広域振興局農林

部では、高品質な乾燥材の生産技術の普及促進

を目的として、沿岸広域振興局管内の製材等事

業体を対象とした「木材乾燥技術講習会」を開

催したので紹介します。 

２ 講習会の概要 

 講習会は、釜石地方森林組合会議室を会場と

し、林業技術センター普及班の中嶋上席林業普

及指導員を講師として、６事業体 10 名の参加

により実施しました。 

 また、講習会に併せて、釜石地区におけるFSC

認証の取組について、釜石地方森林組合の高橋

理事兼参事から説明がありました。 

（１）木材乾燥技術について 

 最初に、４月の改正建築基準法の施行により、

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の

見直しが行われ、構造耐力上主要な部分に用い

る製材品は品質明示が必要となり、木材乾燥は

その大前提となることの説明がありました。 

 次に、木材乾燥を理解するうえで必要な知識

として、木材の組織構造や細胞の特徴、含水率

の変化に伴う物理的特性の違いなどの説明が

ありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて、木材乾燥技術に関する講義が行われ、

熱管理の基本的な考え方や、人工乾燥における

スケジュール設定の重要性が示され、乾燥速度

と品質保持のバランスをいかに取るかについ

て説明がありました。 

 項目ごとの説明の後、理解度確認のための小

テストを実施し、答え合わせと解説を行ったこ

とで、参加者は自らの習得度を客観的に確認で

き、講師からの補足説明を通じて知識の定着を

図ることができました。 

（２）FSC認証の取組について 

 FSC 認証に係る概要説明の後、首都圏におい

てFSCをラインナップに加えた木造施設のプラ

ンの実施の動きがある一方で、製材及び加工の

COC認証をとっている事業者が地元になく、現

在は県外で加工していること、地元の材を活用

し新たな仕事を得る点からCOC認証取得を検討

してほしいこと等の説明をいただきました。 

３ 課題と今後の取組 

 今回の講習会では、参加者から、具体的な乾

燥スケジュールを知りたい等の要望もあった

ことから、事業体のニーズを確認しながら、よ

り効果的な研修会の開催に引き続き取り組ん

でいきます。 

 

 

 

 

改正建築基準法に伴う製材品の品質明示の説明 FSC・COC 認証の取組に係る説明 


